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群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
八
号 

 
 
 

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
四
条
の
七
か
ら
第
十
四
条
の
八
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
の
七
及
び
第
十
四
条
の
八 

削
除 

 

第
十
四
条
の
九
の
見
出
し
中
「
変
更
の
届
出
等
」
を
「
廃
止
等
の
届
出
」
に
改
め
、
同
条
中
第
一

項
を
削
り
、
第
二
項
を
第
一
項
と
す
る
。 

 

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十

六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条

の
五
の
二
十
六
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
十
九
号
の
十
三
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
九
号
の
十
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

別
記
様
式
第
九
十
六
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
に
、
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
七
条
及
び
別
記
様
式 

第
九
十
六
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

     

群
馬
県
知
事
の
主
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
六
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
九
号 

 
 
 

群
馬
県
知
事
の
主
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す

る
規
則 

 

群
馬
県
知
事
の
主
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
五
年
群

馬
県
規
則
第
三
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
の
旧
法
公
益
信
託
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ 

る
廃
止
前
の
群
馬
県
知
事
の
主
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則 

の
規
定
は
、
同
項
の
移
行
期
間
に
限
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

    

群
馬
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
十
号 

 
 
 

群
馬
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  

別
記
様
式
第
五
号
中 

 
 
 

 
 
 

 

を 
 
 

 
 

 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

「 

 

別
記
様
式
第
六
号
中
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   
 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

」 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 

 

別
記
様
式
第
七
号
及
び
別
記
様
式
第
八
号
中
「 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
を 

 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

    

大
沼
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

■ 

規 
 

則 

「
（
ふ
り
が
な
）

 
 
 
氏

 
 
名
 
」

 

「
（
ふ
り
が
な
）

 
 
 
氏

 
 
名

 
 
 
性

 
 
別

 
 
 
個
人
番
号

 
」

 

生
年
月
日

 
 
 
年

 
 
月
 
 
日
生

 
生
年
月
日

 
 
 
年

 
 

 
性
 
 
別

 
個
人
番
号

 

月
 
 
日
生

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
生

 
 
 
 

 
 

性
 
 
別

 
個
人
番
号

 

年
 
 
月
 

 
日
生

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

別
記
様
式
第
２
９
号
の
１
３
及
び
別
記
様
式
第
２
９
号
の
１
４

 
削
除
 

あ
て

 
宛
て

 
第
２
１
条
の
５
の
２
５
第
２
項

 

第
２
１
条
の
５
の
２
６
第
２
項

 
第
２
１
条
の
５
の
２
５
第
４
項

 
第
２
１
条
の
５

 

の
２
６
第
４
項

 
第
２
１
条
の
５
の
２
５
（

 
第
２
１
条
の
５
の
２
６
（
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群
馬
県
規
則
第
十
一
号 

 
 
 

大
沼
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則 

 
大
沼
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

（
令
和
六
年
群
馬
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
八
年
四
月
二
十
五
日
と
す
る
。 

    

大
沼
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
六
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
十
二
号 

 
 
 

大
沼
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
大
沼
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年
群
馬
県
条
例
第
五
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の 

施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
利
用
の
承
認
申
請
） 

第
二
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
有
料
施
設
等
の
う
ち
、
条
例
別

表
一
の
表
及
び
二
の
表
に
掲
げ
る
施
設
等
（
以
下
「
利
用
承
認
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用 

の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
大
沼
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル 

ド
及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
利
用
承
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第
一
号
）
を
知
事
に
提
出
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
の
承
認
） 

第
三
条 

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
利
用
承
認
施
設
等
の
利

用
を
承
認
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
大
沼
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ 

ー
利
用
承
認
書
（
別
記
様
式
第
二
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
利
用
承
認
施
設
等

を
利
用
す
る
と
き
は
、
当
該
承
認
書
を
職
員
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
の
変
更
又
は
取
消
し
） 

第
四
条 

利
用
者
は
、
利
用
の
変
更
又
は
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
大
沼
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ

ー
ル
ド
及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
利
用
変
更
（
取
消
し
）
承
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第
三 

号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
利
用
の
変
更
又
は
取
消
し
を

承
認
し
た
と
き
は
、
利
用
者
に
大
沼
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
利 

用
変
更
（
取
消
し
）
承
認
書
（
別
記
様
式
第
四
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
附
属
設
備
及
び
備
品
の
使
用
料
等
） 

第
五
条 

条
例
別
表
四
の
表
の
規
定
に
よ
る
附
属
設
備
及
び
備
品
の
使
用
料
の
額
は
、
別
表
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。 

（
使
用
料
の
納
付
期
限
） 

第
六
条 

条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
使
用
料
は
、
知
事
が
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
使
用
料
の
減
免
） 

第
七
条 

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
大
沼
キ
ャ
ン

プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
使
用
料
減
免
申
請
書
（
別
記
様
式
第
五
号
）
を 

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
使
用
料
の
減
免
を
決
定
し
た

と
き
は
、
大
沼
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
使
用
料
減
免
承
認
書 

（
別
記
様
式
第
六
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
使
用
料
の
返
還
） 

第
八
条 

条
例
第
十
二
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
利
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由

に
よ
り
利
用
承
認
施
設
等
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
返
還
す
る
使
用
料
の 

額
は
、
既
に
納
付
し
た
使
用
料
の
額
の
全
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
の
返
還
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
大
沼
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド

及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
使
用
料
返
還
申
請
書
（
別
記
様
式
第
七
号
）
を
知
事
に
提
出
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
遵
守
事
項
） 

第
九
条 

利
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

大
沼
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
赤
城
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー 

ル
ド
及
び
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
施
設
、
附
属
設
備
、
備
品
等
を
汚
損
し
、 

又
は
毀
損
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。 

二 

所
定
の
場
所
以
外
で
野
営
又
は
た
き
火
を
し
な
い
こ
と
。 

三 

所
定
の
場
所
で
た
き
火
を
行
う
場
合
は
、
専
用
の
器
具
を
使
用
し
、
地
面
の
上
で
直
接
行 

わ
な
い
こ
と
。 

四 

他
人
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
迷
惑
と
な
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。 

五 

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
） 

第
十
条 

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
指
定
管
理
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と

い
う
。
）
に
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
（
以 

下
「
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
同
条
第
二
項
第
五
号
の
知
事 

が
別
に
定
め
る
業
務
は
、
広
報
宣
伝
、
催
物
の
開
催
そ
の
他
の
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
ビ 

ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
利
用
促
進
の
た
め
に
必
要
な
業
務
と
す
る
。 

２ 

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
場
合
に
お
け
る
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
及
び
第
六
条
か
ら
前
条

ま
で
並
び
に
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第 

二
条
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条
第
二
項
中
「
知
事
」
と
あ 

る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
前
条
第
一
項
第
五
号
中
「
知
事
が
別
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は

「
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
別
に
定
め
る
」
と
、
別
記
様
式
第
一
号
か 

ら
別
記
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
群
馬
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。 



 令和８年３月６日（金）            群 馬 県 報                  第１０３７７号 

 

4 

３ 

条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
指
定
管
理
者
に
収
受
さ
せ
る
場
合
に
お
け

る
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
の
適 

用
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
条
中
「
第
十
条
に
規
定
す
る
使
用 

料
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
」
と
、
第
七
条
中
「
使
用 

料
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の 

は
「
第
十
四
条
第
六
項
た
だ
し
書
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
二
項
中
「
使
用
料
」
と
あ
る
の
は

「
利
用
料
金
」
と
、
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
使
用
料
」
と 

あ
る
の
は
「
利
用
料
金
」
と
す
る
。 

（
管
理
の
細
則
） 

第
十
一
条 

条
例
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
ビ
ジ
タ
ー

セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
ビ
ジ
タ
ー
セ 

ン
タ
ー
の
管
理
を
行
う
場
合
は
知
事
が
、
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
場
合
は
あ
ら
か
じ
め
知 

事
の
承
認
を
得
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
の
施
行
の
日
前
に
行
う
利
用
の
承
認
そ
の
他
の
準
備
行

為
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
例
に
よ
る
。 

別
表
（
第
五
条
関
係
） 

         

注 

利
用
時
間
が
こ
の
表
に
定
め
る
利
用
時
間
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
時
間
割
に
よ
る

計
算
は
、
行
わ
な
い
。 

 

           

                          

コ
イ
ン
シ
ャ
ワ
ー 

コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
小 

コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
大 

区
分 五

分
間
当
た
り 

一
区
画
一
回
に
つ
き 

一
区
画
一
回
に
つ
き 

二
〇
〇
円 

二
〇
〇
円 

三
〇
〇
円 

使
用
料 
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沼キャンプフィールド及び赤城ビジターセンター利用承認申請書 

 

年  月  日  

 群馬県知事宛て 

 

申請者 住所                  

    氏名                  

    電話                  

メールアドレス             

（法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 次のとおり利用の承認を申請します。 

 なお、利用に際しては、大沼キャンプフィールド及び赤城ビジターセンターの設置及び管理に関する条

例及び同条例施行規則に従います。 

利用承認施設等名称 利用日時 利用人数 使用料 

 
年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 
年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 
年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 
年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 
年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

使用料合計  

利用目的 

 

 

 

備考  

 申請に当たっては、次の内容を誓約の上、□にレを記入してください。 

□ 自己又は自己の団体の役員等は、暴力団、暴力団員又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有して

いる者には該当しません。 

 

注 メールアドレスの記入がある場合は、当該アドレス宛て承認書及び連絡事項を送信することに同意する

ものとします。 
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別記様式第２号（規格Ａ４）（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沼キャンプフィールド及び赤城ビジターセンター利用承認書 

 

年  月  日  

      様 

 

群馬県知事      

 

   年  月  日付けで申請のあった大沼キャンプフィールド及び赤城ビジターセンターの利用承認

施設等の利用については、次のとおり承認します。 

利用承認施設等名称 利用日時 利用人数 使用料 

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

使用料合計  

利用目的 

 

 

 

承認条件 
 

 

承認番号 
 

 

備考  
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別記様式第３号（規格Ａ４）（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沼キャンプフィールド及び赤城ビジターセンター利用変更（取消し）承認申請書 

 

年  月  日  

 群馬県知事宛て 

 

申請者 住所                  

    氏名                  

    電話                  

メールアドレス             

（法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

   年  月  日付け承認番号第    号で承認のあった大沼キャンプフィールド及び赤城ビジタ

ーセンターの利用承認施設等の利用について、次のとおり変更（取消し）の承認を申請します。 

利用承認施設等名称 利用日時 利用人数 変更後使用料 

 □ 変更   年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

 

 

 

□ 取消し 

 □ 変更   年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

 

 

 

□ 取消し 

 □ 変更   年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

 

 

 

□ 取消し 

 □ 変更   年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

 

 

 

□ 取消し 

 □ 変更   年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

 

 

 

□ 取消し 

変更後使用料合計  

利用目的 

 

 

 

備考  

注 メールアドレスの記入がある場合は、当該アドレス宛て承認書及び連絡事項を送信することに同意する

ものとします。 
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別記様式第４号（規格Ａ４）（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沼キャンプフィールド及び赤城ビジターセンター利用変更（取消し）承認書 

 

年  月  日  

      様 

 

群馬県知事      

 

   年  月  日付け承認番号第    号で承認のあった大沼キャンプフィールド及び赤城ビジタ

ーセンターの利用承認施設等の利用の変更（取消し）については、次のとおり承認します。 

利用承認施設等名称 利用日時 利用人数 使用料 

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

使用料合計  

利用目的 

 

 

 

 

承認条件 
 

 

備考  
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別記様式第５号（規格Ａ４）（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沼キャンプフィールド及び赤城ビジターセンター使用料減免申請書 

 

年  月  日  

 群馬県知事宛て 

 

申請者 住所                  

    氏名                  

    電話                  

メールアドレス             

（法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 次のとおり使用料の減免の承認を申請します。 

利用承認施設等名称 利用日時 所定の使用料 減免後の使用料 

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

減免後の使用料（合計）  

利用目的 

 

 

 

減免申請の理由 
 

 

備考  

注 メールアドレスの記入がある場合は、当該アドレス宛て承認書及び連絡事項を送信することに同意する

ものとします。 

 



 令和８年３月６日（金）          群 馬 県 報                第１０３７７号 

 

10 

別記様式第６号（規格Ａ４）（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沼キャンプフィールド及び赤城ビジターセンター使用料減免承認書 

 

年  月  日  

      様 

 

群馬県知事      

 

   年  月  日付けで申請のあった大沼キャンプフィールド及び赤城ビジターセンターの使用料の

減免については、次のとおり承認します。 

利用承認施設等名称 利用日時 所定の使用料 減免後の使用料 

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

 年 月 日 時から 

年 月 日 時まで 

  

減免後の使用料（合計）  

利用目的 

 

 

 

減免申請の理由 
 

 

備考  
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別記様式第７号（規格Ａ４）（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沼キャンプフィールド及び赤城ビジターセンター使用料返還申請書 

 

年  月  日  

 群馬県知事宛て 

 

申請者 住所                  

    氏名                  

    電話                  

メールアドレス             

（法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 次のとおり使用料の返還を申請します。 

利用承認日   年 月 日 

承認番号  

対象申請 

利用承認施設等名称 利用日時 使用料 

 
年 月 日 時まで 

年 月 日 時から 
 

 
年 月 日 時まで 

年 月 日 時から 
 

 
年 月 日 時まで 

年 月 日 時から 
 

納付日 年 月 日 

返還申請額  

返還申請理由  

返還金受領金融機関 

金融機関名  

本支店名  

口座番号 普通・当座 

カタカナ  

口座名義人  

添付書類 
 

 

備考  

注 メールアドレスの記入がある場合は、当該アドレス宛て連絡事項を送信することに同意するものとしま

す。 
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◎群馬県告示第４６号 

 群馬県文化財保護条例（昭和５１年群馬県条例第３９号）第２２条の２第１項の規定により、群馬県登録有形文

化財として次のとおり群馬県文化財登録原簿に登録する。 

  令和８年３月６日 

                                                                  群馬県知事 山 本 一 太   
 

名称及び員数 所在場所 所有者（管理者） 種別 

古
こ

墳
ふん

調
ちょう

査
さ

台
だい

帳
ちょう

（『 上
じょう

毛
もう

古
こ

墳
ふん

綜
そう

覧
らん

』作
さく

成
せい

基
き

礎
そ

資
し

料
りょう

） ４１点 

群馬県立文書館 
前橋市文京町３丁目２７－２６ 

群馬県 有形文化財 
（歴史資料） 

 
 

 

 

◎群馬県告示第４７号 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条第１項の規定による産業廃棄物処理

施設設置許可の申請があったので、同条第４項の規定により次のとおり告示し、当該申請に係る申請書及び同条第

３項に規定する書類を公衆の縦覧に供する。 

 なお、この告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算し

て２週間を経過する日までに、群馬県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。 

  令和８年３月６日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 群馬県太田市新田大町６００番２

６ 群桐エコロ株式会社 代表取締役 山口博 

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所 群馬県太田市新田大町６００番２６及び６００番２７ 

３ 産業廃棄物処理施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）第７条

第３号に規定する汚泥の焼却施設、同条第５号に規定する廃油の焼却施設、同条第８号に規定する廃プラスチッ

ク類の焼却施設及び同条第１３号の２に規定する産業廃棄物の焼却施設 

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 ①汚泥、②廃油、③廃酸、④廃アルカリ、⑤廃プラ

スチック類、⑥紙くず、⑦木くず、⑧繊維くず、⑨金属くず、⑩ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

５ 申請年月日 令和７年７月１６日 

６ 縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課、群馬県東部振興局東部環境事務所及び太田市環境対策

課 

７ 縦覧の期間 令和８年３月６日から同年４月６日まで 

 

 

 

◎群馬県告示第４８号 

 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域の指定の告示（平成２６年群馬県告示第３１４号）は、令和８年３月３１日限り廃止す

■ 告  示 
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る。 

  令和８年３月６日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

 

 

 

◎群馬県告示第４９号 

 令和８年度及び令和９年度において県が発注する建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に

必要な資格に係る基本的事項等の告示（令和７年群馬県告示第２３４号）の一部を次のように改正し、公布の日か

ら施行する。 

  令和８年３月６日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 ５及び６を次のように改める。 

５ 申請の受付期間 

 (1) 新規申請 令和８年４月１日（水）以降随時 

 (2) 業種追加 別に定める期間 

６ 審査基準日 申請日の属する月の１日 

 

 

 

◎群馬県告示第５０号 

 令和８年度及び令和９年度において県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の委託業務に係

る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示（令和７年群馬県告示第２

３５号）の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 

  令和８年３月６日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 ５を次のように改める。 

５ 申請の受付期間 

(1) 新規申請 令和８年４月１日（水）以降随時  

(2) 業種追加 別に定める期間 

 

 

 

◎群馬県告示第５１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県太田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
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道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 妻沼小島太田
線 

太田市福沢町２９３番の１
地先から同市同２９８番の
４地先まで 

前 ９．５～１３．６ １５６．４ 

後 １１．１～１３．６ １５６．４ 

 

 

 

◎群馬県告示第５２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県藤岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 藤岡本庄線 藤岡市中栗須字藤岡境１３３番の３地先から同市藤
岡字北ノ原９２３番の９地先まで 

令和８年３月６日 

 

 

 

◎群馬県告示第５３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の日時 

県道 麦倉川俣停車場線 邑楽郡明和町中谷３２７番地先から同郡同町同２０
０番の１地先まで 

令和８年３月１３日 
午前５時 

 

 

 

◎群馬県告示第５４号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、みどり都市計画事業の事業計画の変更

を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年３月６日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 １ 施行者の名称 みどり市 
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 ２ 都市計画事業の種類及び名称 みどり都市計画公園事業 ５・４・１号 西鹿田グリーンパーク 

 ３ 事業施行期間 令和元年１１月８日から令和８年１１月３０日まで 

 ４ 事業地 

(1) 収用の部分 変更なし 

(2) 使用の部分 変更なし 

 

 

 

 

 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第７号の規定による処分をしたので、同法第２９条の５

第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和８年３月６日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 処分をした年月日 令和８年２月２７日 

２ 被処分者 
 

商号又は名称 主たる営業所の所在地 代表者の氏名 許可番号 

株式会社国定電機 群馬県伊勢崎市国定町二丁目
１８５２番地１０ 

代表取締役 渡辺良之 群馬県知事許可（特－２）
第１３８７５号 
群馬県知事許可（般－２）
第１３８７５号 

 

３ 処分の内容 建設業法第２９条第１項第７号の規定による建設業許可の取消処分 

 (1) 取消処分の対象となる許可番号 群馬県知事許可（特－２）第１３８７５号 

 (2) 取消処分の対象となる建設業 建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根

工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装

工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業 

４ 処分の原因となった事実 被処分者は、営業所に置くべき建設業法第１５条第２号に規定する専任技術者（現

行法では特定営業所技術者）が必要な資格を有していないにもかかわらず、建設業許可申請の際、当該技術者 

が必要な資格を有しているかのように装った資格証明書（一級建築施工管理技士の合格証明書及び一級建築士 

免許証）を提出し、もって不正の手段により、平成２７年１１月６日付けで同法第３条第１項の許可を受けた。

また、令和２年１１月６日付けで同条第３項の規定により当該許可の更新を受けた。このことは、同法第２９ 

条第１項第７号に該当する。 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和８年３月６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡千代田町大字瀬戸井字館海道３４１－ 邑楽郡邑楽町大字中野２９６５番地３ フィオー

■ 公  告 
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１、３４１－７ レツヴァイ１０３ 
五十木和人、五十木飛香 
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職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号 

 
 
 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
一
警
察
の
部
警
察
本
部
の
項
中
「
監
査
指
導
官 

調
度
・
契
約
指
導
官
」
を
「
監
査
指
導 

官
」
に
、
「
照
会
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
心
理
指
導
官 

照
会
セ
ン
タ
ー
長 

足
痕
跡
指
導
官
」
に
、

「
術
科
指
導
官 

上
席
心
理
指
導
員
」
を
「
術
科
指
導
官
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                         

                  

■ 

人
事
委
員
会
規
則 
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 群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月６日 

群馬県公安委員会委員長 久保田 寿 栄   

群馬県公安委員会規則第３号 

   群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則の一部を改正する規則 

群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則（令和５年群馬県公安委員会規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別記様式第４号、別記様式第１７号及び別記様式第２５号中「又は住民基本台帳カード（住所記載のあるも 

の）」を削る。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則（以下「改正前の規 

則」という。）の規定により提出されている書類は、改正後の同規則の規定により提出されたものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用する

ことができる。 

 

 

 

 

◎群馬県警察本部告示第１号 

 群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程（令和５年群馬県警察本部告示第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  令和８年３月６日 

群馬県警察本部長 丸 山   潤   
 

 別記様式第４号、別記様式第１７号及び別記様式第２５号中「又は住民基本台帳カード（住所記載のあるも 

の）」を削る。 

附 則 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ この告示の施行の際現に改正前の群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程（以下「改正前の告 

示」という。）の規定により提出されている書類は、改正後の同告示の規定により提出されたものとみなす。 

３ この告示の施行の際現に改正前の告示の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用する

ことができる。 

 

 

 

 

◎病院事業告示第１号 

  群馬県病院事業の設置等に関する条例の規定により病院事業の管理者の権限を行う知事が定める額の告示（平成 

２５年群馬県病院事業告示第３号）の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

■ 病院事業告示 

■ 公安委員会規則 

■ 警察本部告示 
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    令和８年３月６日 

群馬県知事  山  本  一  太     

  表県立心臓血管センターの部の人間ドックの項中「６９，３００円」を「６４，３００円」に、「６２，７００ 

円」を「５７，７００円」に改める。 
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